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≪建物概要≫

≪設計概要≫
　広島山陽学園創立 １１０ 周年記念事業として新校舎の整備を目的としています。
本館の特徴として、普通教室と各種特別教室を明確かつ機能的にゾーニングを行いました。

■施設の特徴
　・�建物外観は、基壇部にはアーチをモチーフとするとともに二丁掛タイルを採用することで、学園の伝統
（いしずえ）と力強さを強調しました。

　　上層階は軽快でさわやかな配色とした外装とし、未来への飛躍を感じさせるような表現としました。
　　また、竪ルーバーと小庇を設け、直射日光の抑制に配慮しました。
　・�内部空間の特徴として、生徒の憩いの場、語らいの場となる開放的な吹抜を設け、コミュニケーション
ツール（メディアスペース）を設けました。

　　仕上材は、広島県産杉板材を多用し、温かみのある空間づくりに貢献しています。

：学校法人広島山陽学園
：株式会社フジ総合企画設計
　　意匠担当：黒田 雅律、和田 洋平
　　　　　　　岩森 瑞穂
　　構造担当：二本松 護
　　設備担当：桑野 耕二
：株式会社フジタ広島支店
：広島市西区観音新町
：鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造
　地上４階建
：３５,０７５.４７㎡
：７,９９６.３０㎡
：平成2６年６月～平成2７年３月
：平成2７年７月～平成2８年７月
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「学校法人広島山陽学園　山陽高等学校　本館」

北東面外観

大階段

北西面外観

内部廊下
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■行政ニュース
 2……平成30年度県内主要官公庁役付職員配置
 6……増改築等工事証明書（固定資産税）に係る通知の一部改正について
 7……平成30年度税制改正による買取再販の特例等に関する通知の一部改正について
11……「平成30年度建設業関係説明会」開催について
12……広島県既存建築物防災週間

■協会のうごき
14……月間行事

■お知らせ
16……NPOテクノレジェンド宝の山第６回建築学セミナー「アジア古代建築の魅力とその保存修復」
18……協会ホームページが常時SSL化されました
20……シリーズ　日事連・建築士事務所賠償責任保険　事故事例講座
22……建築士事務所のための法律相談窓口

■賛助会員コーナー
24……建築学生のための建設業界企業研究セミナー報告

■リレーエッセイ
26……私とお酒　岡田治幸

28……会員動静・新入会員紹介
30……事務局だより　事務局職員の異動
30……編集後記　井川博英

・目　次・

（一社）広島県建築士事務所協会 2018年５月号 No.430

■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　初恋薊　はつこいあざみ
　�風薫り楚たるきみを知り初めし…薊のあの深い紫。
　五月の野には菖蒲も咲き目をなごます。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



平成30年度 県内主要官公庁役付職員配置

広　島　県

（事）事務職　（建）建築職　（土）土木職　（電）電気職　（機）機械職
【30 . 4 . 1】

国土交通省 中国地方整備局

〒730-8511　広島市中区基町 10－52　　TEL（082）228－2111

〒730-8530　広島市中区上八丁堀 6－30　TEL（082）221－9231
（　）内は前職です

 《本　庁》 土木建築局　　　　　　
都市建築技術審議官　 【建　築　課】
　友道　康仁（土）　　課　　　長　　吉田　勝則（建）　　　建築安全担当　　　主　　査　山下　和彦（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　兼原　浩樹（建）　　　建築指導ＧＬ　　　主　　査　田原　修（建）
建築技術部長　　　　参　　　事　　加藤　史隆（建）　　　構造審査ＧＬ　　　主　　査　益永　英治（建）
　宮﨑　昌二（建）　　参　　　事　　川口　浩二（電）　　　建築士ＧＬ　　　　主　　幹　坂江　知雄（事）
　　　　　　　　　　参　　　事　　冨田　　潔（機）　　　宅建業ＧＬ　　　　主　　査　若山　哲朗（事）
　　　　　　　　　　 【住　宅　課】　　　　　　
　　　　　　　　　　課　　　長　　河野　　龍（建）　　　住宅総務ＧＬ　　　主　　査　吉田　美紀（事）
　　　　　　　　　　住宅管理担当監　 高沖　正和（事）　　　住宅企画ＧＬ　　　主　　査　坪郷　一也（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　平川　伸行（建）　　　住宅指導ＧＬ　　　主　　査　中谷　朋子（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　北台　幸祐（建）　　　住宅管理ＧＬ　　　主　　幹　永田　康記（事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅収納ＧＬ　　　主　　幹　山口　安夫（事）
　　　　　　　　　　 【営　繕　課】　　　　　　　
　　　　　　　　　　課　　　長　　的場　弘明（建）　　　営繕企画ＧＬ　　　主　　査　三好　弘泰（建）
　　　　　　　　　　設備工事担当監　 行廣　和治（機）　　　一般営繕ＧＬ　　　主　　幹　池上　義雄（建）
　　　　　　　　　　耐震工事担当監　 石井　正樹（建）　　　庁舎営繕ＧＬ　　　主　　査　新矢　晃子（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　川畠　　満（建）　　　住宅営繕ＧＬ　　　主　　査　原田　慎治（建）
　　　　　　　　　　参　　　事　　奥野　功貴（建）　　　学校営繕第一ＧＬ　主　　査　長崎　　聖（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校営繕第二ＧＬ　主　　査　横川　裕一（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察営繕ＧＬ　　　主　　幹　蒲原　克兒（建）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第一ＧＬ　主　　幹　名郷　忠義（電）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電気設備第二ＧＬ　主　　幹　山口　晃生（電）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第一ＧＬ　主　　査　小鳥田博夫（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械設備第二ＧＬ　主　　幹　加藤　義和（機）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊設備ＧＬ　　　主　　幹　土肥　武彦（電）

【営繕部】　　　営 繕 部 長　　　　板　橋　　　薫
  営 繕 調 査 官　　　　海老原　　　仁（九州地方整備局　営繕部　営繕調査官）
  営繕品質管理官　　　　中　田　　　修
  設備技術対策官　　　　福　井　俊　幸
  官庁施設管理官　　　　岡　林　晃　二
  計 画 課 長　　　　平　井　　　亮（国土交通本省　大臣官房官庁営繕部　計画課長補佐）
  調 整 課 長　　　　石　川　雅　己
  整 備 課 長　　　　山　下　真　一（四国地方整備局　営繕部　技術・評価課長）
  技術・評価課長　　　　二　川　幸　二
  保全指導・監督室長　　田　所　　　剛
  岡山営繕事務所長　　　立　花　俊　徳（九州地方整備局　営繕部　技術・評価課長補佐）
【建政部】  建 政 部 長　　　　田井中　靖　久（岡山県　土木部長）
  建設産業調整官　　　　周　藤　重　吉（中国地方整備局　用地部　用地調査官）
  都 市 調 整 官　　　　森　山　　　博（中国地方整備局　中国技術事務所　総括技術情報管理官）
  住 宅 調 整 官　　　　福　冨　真　治（中国地方整備局　道路部　特定道路工事対策官）
  計画・建設産業課長　　佐々木　高　志
  都市・住宅整備課長　　辻　野　　　満（国土技術政策総合研究所  企画部  企画課長補佐）

AAA広島 2018.52



広　島　市 〒730-8586　広島市中区国泰寺町1－6－34　　TEL（082）245－2111

《本　庁》
【都市整備局】
　　都市整備局長  都市計画担当部長  都市デザイン担当課長　金　澤　正　裕
　　　山　地　正　宏  　萬ヶ原　伸　二 
　　指導担当局長  指　導　部　長　　  建築指導課長　　　阿

あ
舎
せ
利
り
　孝　之

　　　胡麻田　泰　江  　薬師地　直　樹 
  営繕部長（兼）営繕課長  耐震対策担当課長　小　林　礼　幸
  　城　戸　宏　行 
  住　宅　部　長　　  住宅政策課長　　　横　山　太　造
  　藤　井　泰　典  住宅整備課長　　　中　島　崇　秀
    基町住宅担当課長　空　田　英　明
《区役所》
中 区 役 所  建築担当部長（兼）建築課長　　梶　川　彰　彦 
東 区 役 所    建　築　課　長　　柴　田　裕　史
南 区 役 所    建　築　課　長　　平　賀　克　則
西 区 役 所  建築担当部長（兼）建築課長　　久保田　　　進 
安佐南区役所    建　築　課　長　　西　本　みどり
安佐北区役所    建　築　課　長　　塚　田　忠　則
安芸区役所    建　築　課　長　　藤　田　一　人
佐伯区役所    建　築　課　長　　西　村　博　基

 《地方機関》　　　　　　　　
西部建設事務所　　　　　　　　
所　　　長       【建　築　課】　　　
　石井　和夫（土）  次長（兼）政策監  仲野　裕之（事）  建 築 課 長  宮本　洋一（建）
  次　　　長  稲角　亮次（事）  主幹（兼）審査第一係長  北本　拓也（建）
  次　　　長  大長　義尚（土）  主幹（兼）審査第二係長  田坂　敦志（建）
  次　　　長  下川　英明（土）  検査指導係長  河野　郁子（建）
東部建設事務所　　　　　　　　
所　　　長       【建　築　課】　　　
　上田　隆博（土）  次長（兼）政策監  大石　幸司（事）  建 築 課 長  松井　　稔（建）
  次　　　長  武田　和史（土）  審 査 係 長  久留嶋正昭（建）
      住 宅 係 長  道方　厳男（建）
北部建設事務所　　　　　　　　
所　　　長       【建　築　課】　　　
　中本　俊幸（土）  次長（兼）政策監  信政　幸伸（事）  建 築 課 長  濵井　寿光（建）
  次　　　長  寺尾　直樹（土）  主　　　査  戸田　恭子（建）
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建　設　局
建 築 部 長
　渡邉　桂司（技） 営　繕　課　長　村上　正人（技） 　　次長（営繕第1担当）  河村　　亮（技）

　　次長（営繕第2担当）  渡辺　早苗（技）
　　次長（営繕第3担当）  藤井　靖久（技）
　　次長（営繕第4担当）  槇田　　博（技）
　　次長（総合体育館建設担当）  川ノ上智喜（技）

設　備　課　長　藤井　秀憲（技） 　　次長（設備第1担当）  小林　良弘（技）
　　次長（設備第2担当）  佐藤　壽一（技）
　　調整員（政策担当）  唐下　正典（技）

住　宅　課　長　貴山　高行（技） 　　課長補佐兼次長（住宅政策担当）  松岡　　茂（事）
　　次長（計画担当）  近藤　秀雄（事）
　　次長（管理担当）  一政　英世（事）

建築指導課長　　小森　満生（技） 　　次長（建築相談窓口担当）  小林　大軸（技）
　　次長（審査・検査担当）  豊田　智秋（技）
　　次長（指導・査察担当）  芝　　雅浩（技）

土　木　部 　  営　繕　課
　部　　　長　北岡　宏昭 課　　　長　平本　　力 営繕第1G　課長補佐（ＧＬ）　前田　康彦
　副　部　長　桂　　尚嗣 課 長 補 佐　下光　安幸 　　　　　　専門員　　　山川慎太郎
（営繕担当） 営繕第2Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　山田　和重

　　　　　　専門員　　　東　　克俊
　　　　　　専門員　　　藤井　大樹
　　　　　　専門員　　　井原　真琴
設備第1Ｇ　課長補佐（ＧＬ）　箱﨑　宏志
　　　　　　専門員　　　西下　宏満
　　　　　　専門員　　　世羅　勇人
設備第2Ｇ　専門員（ＧＬ）　厚井　一史
　　　　　　専門員　　　上本　成夫

課長補佐兼建築係長 専門員
　青山　真士（技師） 　横山　雅一（技師）

建築確認担当主幹兼
都　市　部 建　築　課 建築確認指導係長事務取扱
部長　實井　公子（主事） 課長　細谷 一彦（技師） 　笠井　壮一（技師）

住宅政策係長
　岩田　紀子（主事）

主幹(建築確認担当)
　笠井　壮一（技師）
主幹(空家対策担当)
　清玄　智文（主事）

都　市　部 建築指導課
　部　　　長　山崎　　裕 課　　　長　板橋　新吾 建築確認Ｇ　主幹（ＧＬ）　永田　幹夫
　副　部　長　吉本　正秀 主　　　幹　永田　幹夫 　　　　　　専門員　　　垣中　太郎
（建築指導担当） 　　　　　　主　査　　　原　　恵里

空家対策Ｇ　専門員（ＧＬ）　山口　宗久
　　　　　　専門員　　　礒畑　　晃
　　　　　　専門員　　　小舛林太郎
　　　　　　主　査　　　長重　忠昭

福　山　市 〒720-8501　福山市東桜町3－5　　TEL（084）921－2111

呉　　　市 〒737-8501　呉市中央4丁目1－6　　TEL（0823）25－3100

尾　道　市 〒722-8501　尾道市久保1丁目15－1　　TEL（0848）38－9111（代表）
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三　原　市

三　次　市

東 広 島 市

廿 日 市 市

〒723-0015　三原市円一町2－3－4（円一町庁舎）
　　　　　　建築課TEL（0848）67-6121（直通）　建築指導課TEL（0848）67-6122（直通）

〒728-8501　三次市十日市中2丁目8－1　　　TEL（0824）62－6385

〒739-8601　東広島市西条栄町8－29　　TEL（082）422－2111（代表）

〒738-8501　廿日市市下平良一丁目11－1　　TEL（0829）20-0001

都市部 部　　長 建　築　課　　課　　長　　小迫　忠史 課長補佐兼建築係長  山本　裕章
　中間　真二 設 備 係 長  髙橋　和幸

住宅対策課　　課　　長　　森坂　純也 住 宅 係 長  香川　誉之
　TEL（0848）67-6120（直通）
課長補佐兼空家対策係長  檀上　幸昌
　TEL（0848）67-6178（直通）

建築指導課　　課　　長　　白須　浩和 建築指導係長  段　　和徳
開発審査係長  溝垣　和正

建 設 部  長 坂　本　高　宏
建設部付課長 林　原　和　秀
都市建築課長 坂　井　泰　司
　建築指導係長 大　前　安　史
　都市計画係長 濱　口　　　勉

都市部 建築指導課　課　　長　河　野　洋　介 　　建築指導係長  山　脇　琢　巳
　部　　長 　TEL（082）420-0956（建築指導課直通） 　　建築審査係長  佐　古　智　之
　　加　藤　博　明 営　繕　課　課　　長　橋　本　憲　政 　　課長補佐兼営繕第1係長 服　部　洋　介
　建築調整監 　TEL（082）420-0951（営繕課直通） 　　営繕第2係長  久　保　賢　一
　　岡　田　　　浩 　　営繕第3係長  西　田　　　晃
　次　　長 開発指導課　課　　長　中　谷　浩　美 　　参事兼開発検査係長  大髙下　利　彦
　　中　谷　浩　美 　TEL（082）420-0959（開発指導課直通） 　　開発指導係長  森　重　征　昌

建設部 営　繕　課　　課　　長　木　俣　浩　明 営繕第1係長（兼）　波　田　宣　裕（技）
　部　　　長 　　　　　　　課長補佐　波　田　宣　裕 営繕第2係長　中　田　晋太郎（技）
　　河　崎　勝　也 　TEL（0829）30-9175（直） 営繕第3係長　星　野　篤　史（技）
　都市建築担当部長 建築指導課　　課　　長　坂　本　一　孝 建築指導係長（兼）　河　野　　　登（技）
　　川　野　仁　経 　　　　　　　課長補佐　高　下　勝　治 建築審査係長（兼）　高　下　勝　治（技）
　次　　　長 　　　　　　　課長補佐　河　野　　　登 主　　　　　幹　荒　木　秀　彦（技）
　　久　保　伸　治 　TEL（0829）30-9191（直）

住宅政策課　　課　　長　中　野　祥　司 住宅企画係長（兼）　横　瀬　文　彦（技）
　　　　　　　課長補佐　横　瀬　文　彦
　TEL（0829）30-9187（直）
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国 住 政 第 1 7 5 号

国 住 生 第 7 6 4 号

国住指第 4 7 6 3 号

平成30年４月１日

日本建築士連合会会長 殿

日本建築士事務所協会連合会会長 殿

国土交通省住宅局住宅企画官

住宅生産課長

建築指導課長

「地方税法施行規則附則第７条第７項、第10項第２号、第11項第２号及び第12項第３号の規

定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類（増改築等工事証明書）について」

の一部改正について

今般、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）及び地方税法施行令（昭和25

年政令第245号。以下「令」という。）の一部が改正され、既存住宅の耐震・バリアフリー・省

エネ・長期優良住宅化改修工事をした場合の固定資産税の減額措置の適用期限が２年間延長さ

れるとともに（平成32年３月31日）、バリアフリー・省エネ改修工事をした場合の特例措置に

係る面積要件が「50平方メートル以上」から「50平方メートル以上280平方メートル以下」に

改正（令附則第12条第20項第１号及び同条第28項）されたところです。

これらを踏まえ、本通知を別添新旧のとおり改正することにしましたので、固定資産税額の

減額措置の適用を受けようとする者が市町村に提出する証明書（それぞれ要件を満たす改修工

事が行われたことについて建築士等が証明する書類）に関して、別添新旧の内容について十分

ご留意して発行していただきますようお願いいたします。

貴職におかれましては、貴団体会員に対しても本通知を周知していただくようお願いいたし

ます。

本通知の内容については関係省庁とも協議済でありますので、念のため申し添えます。

（一社）日本建築士事務所協会連合会 
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01141.html
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国住政第１７２号

平成３０年４月１日

日本建築士会連合会会長 殿

日本建築士事務所協会連合会会長 殿

日本建築家協会会長 殿

国土交通省住宅局 住宅政策課長

住宅企画官

「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る

建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について

現在、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例（以

下「特例」という。）の適用にあたっては、租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令
第 15号）第 26条の３の規定に基づき、市町村長等が当該家屋の証明を行うことが必要で
あり、その証明にあたって租税特別措置法第 74 条の３第２項に規定する増改築等をした
ことを確認するための書類について、標記通知により定めているところです。

今般、平成 26年国土交通省告示第 435号（租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43
号）第 42 条の２の２第２項第６号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める
エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替）が改正されたところです。

これにより、特例の適用の対象となるために必要な増改築等の工事のうち、第６号工事

（省エネ改修工事）について、全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事を行っていな

い場合でも、改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合に限り、居室の窓の断熱性

を高める工事を含む工事が新たに追加されました。

これを踏まえ、本通知の改正を別紙のとおり行うこととしました。

なお、改正の内容については、関係省庁とも協議済みであることを申し添えます。

（一社）日本建築士事務所協会連合会 
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01144.html
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国住政第１７３号

平成３０年４月１日

日本建築士会連合会会長 殿

日本建築士事務所協会連合会会長 殿

日本建築家協会会長 殿

国土交通省住宅局 住宅政策課長

住宅企画官

「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における

建築士等の証明事務の実施について」の一部改正について

現在、地方税法（昭和 25年法律第 226号）附則第 11条の４第４項において規定する、
宅地建物取引業者が中古住宅を買取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行

って、個人に譲渡する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税を軽減する特例措

置においては、特例の適用にあたって当該改修工事が行われたことを確認するための書類

について、標記通知により定めているところです。

今般、平成 26年国土交通省告示第 435号（租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43
号）第 42 条の２の２第２項第６号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める
エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替）が改正されたところです。これによ

り、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例（以下「登

録免許税の特例措置」という。）の適用の対象となるために必要な増改築等の工事のうち、

第６号工事（省エネ改修工事）について、全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事を

行っていない場合でも、改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合に限り、居室の

窓の断熱性を高める工事を含む工事が新たに追加されました。不動産取得税の特例措置及

び登録免許税の特例措置においては、適用の対象となる工事を証明する共通の書類として、

「増改築等工事証明書」を用いていることから、これを踏まえた本通知の別表１「増改築

等工事証明書」の改正を別紙のとおり行うこととしました。

なお、改正の内容については、関係省庁とも協議済みであることを申し添えます。
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措
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は
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の
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改
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等
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証
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書
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ら
、
こ
れ
を
踏
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え
た
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通
知
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別
表
１
「
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築
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事
証
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」
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な
お
、
改
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内
容
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つ
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て
は
、
関
係
省
庁
と
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議
済
み
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、一定の質の向上が図られた既存住宅を取得した場合の登録免許税の特例
措置を２年間延長する。併せて、買取再販事業者が既存住宅を取得し一定のリフォームを行った場合、敷地に係る不動産取得税
を減額する特例措置を講じる。

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長・拡充（登録免許税・不動産取得税）

要望の結果

特例措置の内容

結 果

現行、買取再販で扱われる住宅について、以下の通り軽減。

施策の背景

※耐震、省エネ、バリアフリー、水回り等のリフォーム

【登 録 免 許 税 （買 主）】

【不動産取得税（事業者）】

税率を一般住宅特例より引き下げ

築年数に応じ、一定額を減額

現行の措置を２年間（平成30年４月１日～平成32年３月31日）延長する。【登 録 免 許 税 （買 主）】

○ 買取再販は、ノウハウを有する事業者が既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行ってエンドユーザーに販売する
事業。消費者が安心して購入できることから、既存住宅流通・リフォーム市場拡大の起爆剤として期待。

○ 現在、宅地建物取引業法の改正によるインスペクションの活用や、「安心Ｒ住宅」制度の創設など、既存住宅流通市場の更なる
活性化に向けて取組をスタート。

売主 事業者 買主

リフォーム工事（一定の質の向上）※

• 不動産取得税
• 登録免許税

住宅：所有権移転登記： 0.1％
（本則2％、一般住宅特例0.3％）
（H28.4.1～H30.3.31）【延長】

住宅：築年月日に応じ、一定額を減額
（最大36万円） （~H31.3.31）

敷地：一定額を減額【拡充】

• 不動産取得税
• 登録免許税

一定の場合に特例措置の対象を敷地部分に拡充（敷地に係る不動産取得税を減額）する。

※1対象住宅が「安心Ｒ住宅」である場合または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合

※2①45,000円 ②土地１㎡あたり評価額×1/2×住宅の床面積の２倍（上限200㎡）×３％ のいずれか多い方を減額

【不動産取得税（事業者）】
※１ ※２

2025年までに既存住宅流通市場規模を８兆円に、リフォーム市場規模を12兆円に倍増
〔未来投資戦略2017（平成29年６月９日閣議決定）〕

目標
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国住政第１９１号

国住生第８０３号

国住指第４８００号

平成３０年４月１日

日 本 建 築 士 会 連 合 会 会 長 殿

日本建築士事務所協会連合会会長 殿

国土交通省住宅局住 宅企 画 官

住宅生産課長

建築指導課長

「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等に係る租税特別措置法施行規則第

１８条の２１第１項第２号等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類及

び地方税法施行規則第７条の６の２第２項の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して

定める書類等に係る建築士等の行う証明について」の一部改正について

平成３０年度税制改正において、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得

の課税の特例について、買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの

（以下「非耐火既存住宅」という ）である場合の要件に、その取得の日以前２５年以内に建。

築されたものであること又は地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合

することのいずれかを満たすこと（以下「経過年数等要件」という ）が追加されたところで。

ある （なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その。

取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経

過年数等要件を満たす家屋を取得したものとして、本特例の適用を受けることができる ）。

これに伴い、平成３０年国土交通省告示第５５９号により標記要件について告示したところ

であるが、あわせて標記通知を別添新旧のとおり改正することとしたので、十分留意するよう

配慮願いたい。

なお、本通知は、平成３０年１月１日以後に、譲渡資産の譲渡をし、同年４月１日以後に買

換資産の取得をする場合について適用する。また、本通知の内容については関係省庁とも協議

済である。

また、貴職におかれましては、貴団体会員の建築士に対しても本通知を周知していただくよ

う配慮願いたい。

「平成 年度建設業関係説明会」開催の御案内

広島県土木建築局建設産業課

広島県では，建設業法・経営事項審査・建設工事等の入札・契約制度等の改正等について，

次のとおり説明会を開催しますので，積極的に御参加ください。

１ 日程

日時 場所 所在地

５月８日（火）

時～ 時
十日市コミュニティセンター

三次市十日市南一丁目２－

電話 －

５月９日（水）

時～ 時
三原リージョンプラザ

三原市円一町二丁目１－１

電話 －

５月 日（木）

時～ 時
広島市青少年センター

広島市中区基町５－

電話 －

５月 日（月）

時～ 時
くれ絆ホール

呉市中央四丁目１－

電話 －

５月 日（火）

時～ 時
県民文化センターふくやま

福山市東桜町１－

電話 －

※ 会場の都合上，各社１名の出席としてください。

※ 各会場ともホール内での飲食は禁止されています。

※ 公共交通機関を御利用ください。

２ 議題（約２時間

建設業法等について

建設工事等の入札・契約制度等について（測量・建設コンサルタント関係を含む。）

その他

３ 対象者

建設業者等（建設業者以外の方も特に制限しておりません。）

４ その他

事前の申込みは必要ありません。

５ お問い合わせ先

広島県土木建築局建設産業課 電話 （ダイヤルイン）
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国住政第１９１号

国住生第８０３号

国住指第４８００号

平成３０年４月１日

日 本 建 築 士 会 連 合 会 会 長 殿

日本建築士事務所協会連合会会長 殿

国土交通省住宅局住 宅企 画 官

住宅生産課長

建築指導課長

「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等に係る租税特別措置法施行規則第

１８条の２１第１項第２号等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類及

び地方税法施行規則第７条の６の２第２項の規定に基づく国土交通大臣が総務大臣と協議して

定める書類等に係る建築士等の行う証明について」の一部改正について

平成３０年度税制改正において、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得

の課税の特例について、買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの

（以下「非耐火既存住宅」という ）である場合の要件に、その取得の日以前２５年以内に建。

築されたものであること又は地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合

することのいずれかを満たすこと（以下「経過年数等要件」という ）が追加されたところで。

ある （なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その。

取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経

過年数等要件を満たす家屋を取得したものとして、本特例の適用を受けることができる ）。

これに伴い、平成３０年国土交通省告示第５５９号により標記要件について告示したところ

であるが、あわせて標記通知を別添新旧のとおり改正することとしたので、十分留意するよう

配慮願いたい。

なお、本通知は、平成３０年１月１日以後に、譲渡資産の譲渡をし、同年４月１日以後に買

換資産の取得をする場合について適用する。また、本通知の内容については関係省庁とも協議

済である。

また、貴職におかれましては、貴団体会員の建築士に対しても本通知を周知していただくよ

う配慮願いたい。

「平成 年度建設業関係説明会」開催の御案内

広島県土木建築局建設産業課

広島県では，建設業法・経営事項審査・建設工事等の入札・契約制度等の改正等について，

次のとおり説明会を開催しますので，積極的に御参加ください。

１ 日程

日時 場所 所在地

５月８日（火）

時～ 時
十日市コミュニティセンター

三次市十日市南一丁目２－

電話 －

５月９日（水）

時～ 時
三原リージョンプラザ

三原市円一町二丁目１－１

電話 －

５月 日（木）

時～ 時
広島市青少年センター

広島市中区基町５－

電話 －

５月 日（月）

時～ 時
くれ絆ホール

呉市中央四丁目１－

電話 －

５月 日（火）

時～ 時
県民文化センターふくやま

福山市東桜町１－

電話 －

※ 会場の都合上，各社１名の出席としてください。

※ 各会場ともホール内での飲食は禁止されています。

※ 公共交通機関を御利用ください。

２ 議題（約２時間

建設業法等について

建設工事等の入札・契約制度等について（測量・建設コンサルタント関係を含む。）

その他

３ 対象者

建設業者等（建設業者以外の方も特に制限しておりません。）

４ その他

事前の申込みは必要ありません。

５ お問い合わせ先

広島県土木建築局建設産業課 電話 （ダイヤルイン）
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『定期報告』が
必要な特定建

築物の名称・
所在地、用途

、報告状況及
び報告対象年

度

建築物名称

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○○○○
○○○○○

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○市○○
○町

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

報告済

報告済

未報告

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

報告済

所在地
H25年

2013年

H26年

2014年

H27年

2015年

H28年

2016年

H29年

2017年

H30年

2018年

用途種別定期報告 (年
）

定期報告は、特定建築物の所有者等が、自ら建物を
適切に維持管理するための重要な制度であり、また、
施設の利用者にとって、安全で安心な建物の利用に
繋がることから、平成25年度から特定建築物の定期報告
状況について、下記行政庁のホームページ等で公表して
います。定められた期限までに、必ず定期報告書を提出
してください。

そ
の
建
築
物
、安
全
第
一
で
す
か
？

広島県 土木建築局建築課 建築安全担当 ☎082-513-4133［お問い合わせ］

広島県建築安全安心マネジメント推進協議会

防災・建築物定期報告等の相談窓口
広島県

広島市

呉市
福山市
東広島市
三原市
尾道市
廿日市市

西部建設事務所建築課
竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡

東部建設事務所建築課
府中市、世羅郡、神石郡

北部建設事務所建築課
三次市、庄原市

中区役所建設部建築課
東区役所建設部建築課
南区役所建設部建築課
西区役所建設部建築課
安佐南区役所農林建設部建築課
安佐北区役所農林建設部建築課
安芸区役所農林建設部建築課
佐伯区役所農林建設部建築課
都市部建築指導課
建設局建築部建築指導課
都市部建築指導課
都市部建築指導課
都市部建築課
建設部建築指導課

082-250-8158

084-921-1311

0824-63-5209

082-504-2579
082-568-7745
082-250-8960
082-532-0950
082-831-4952
082-819-3938
082-821-4929
082-943-9745
0823-25-3514
084-928-1167
082-420-0956
0848-67-6122
0848-38-9245
0829-30-9191

☎

☎

☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

定期報告制度の詳細について 広島県ホームページ 定期報告制度 検索

建築物の所有者・管理者の皆さまへ

広島県既存建築物防災週間
５月13日（日）～５月19日（土）

～利用者の安全確保のため、建築基準法で定期報告が義務づけられています～

定期報告の有無は
公表されています
～利用者の安全確保のため、建築基準法で定期報告が義務づけられています～

AAA広島 2018.512



6

AAA広島 2018.5 13



＜月　間　行　事＞

� 平成30年4月1日～平成30年4月30日　
⃝4月4日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝4月6日　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席
　　　　　　　ひろしま建築設計�異業種交流会「セミナー＆春の異業種交流会」
　　　　　　　　　於：広島商工会議所・おりづるタワー� セミナー55名・交流会81名参加

⃝4月10日　　広島県建築士事務所政経研究会三役会

⃝4月11日　　情報・編集委員会
⃝4月12日　　既存住宅状況調査技術者講習【新規講習】
　　　　　　　　　於：建築サロン� 講師：久保井理事、９名受講

⃝4月14日　　第57回自由民主党広島県支部連合会大会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 衣笠政研会長出席
　　　　　　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝4月14日　　中国新聞リフォームフェア2018
　　　15日　　　　於：広島県立広島産業会館西展示館� 久保井理事・亀岡教育委員　他1名出席

⃝4月16日　　第９回建築士事務所とつくるこだわりの建築展実行委員会
　　　　　　　すぐに役立つビジネスマナー講座　　於：建築サロン� ６名出席

⃝4月17日　　（一社）広島県建築士事務所協会　監査
　　　　　　　「実務者のための設計・監理契約書」講習会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 4名出席

⃝4月18日　　広島県建築士事務所政経研究会　監査
　　　　　　　（公社）日本建築積算協会2018年度中国四国支部意見交歓会
　　　　　　　　　於：メルパルク広島� 河原専務理事出席

⃝4月20日　　マンション計画修繕部会と賛助会員部会の意見交換会

⃝4月21日　　第192回(一社)広島県建築士事務所協会ゴルフ部会・(公社)日本建築家協会中国支部合同コンペ
　　　　　　　　　於：千代田ＯＭＧゴルフ倶楽部� 29名参加

⃝4月24日　　「実務者のための設計・監理契約書」講習会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 10名出席

⃝4月26日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
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⃝4月27日　　三役会・理事会
　　　　　　　広島県建築士事務所政経研究会役員会

⃝4月29日　　建築物耐震診断等評価委員会

＜今後の行事予定＞

⃝5月11日　　賛助会員ビジネス情報交流会

⃝5月15日　　管理建築士講習

⃝5月17日　　コクヨ働き方改革セミナー　　　　　　　　　　　　於：おりづるタワー

⃝5月29日　　定時総会、政経研究会通常総会、賛助会員部会事業報告会

⃝6月5日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝6月18日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター

⃝7月2日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　　於：みよしまちづくりセンター

⃝7月18日　　建築士定期講習　　　　　　　　　　　　　　　　　於：建築サロン

⃝7月24日　　管理建築士講習

⃝7月27日　　第９回建築士事務所とつくるこだわりの建築展
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ＮＰＯテクノレジェンド宝の山 第6回建築学セミナー 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

■日 時 
   平成 30年5月 26日（土） 

14：00～17：00（13：30受付開始） 

 

■開催場所（右図参照） 
   広島工業大学 広島校舎 501号室 

広島市中区中島町 5-7 

    ℡：082-249-1251 

 

■講 師 

   中川 武 氏（明治村村長） 
                

■プログラム 
第１部 基調講演：「アジア古代建築の魅力とその保存修復」   

           ～エジプト・アンコールを中心に～ 

第２部 対  談：「古代建築から学ぶもの」 

■申し込み等 
   定員１５０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

※裏面の申込書に必要事項を記入の上、fax又は e-mailでお申し込みください。 

■受講料（資料代など） 
１，０００円（ただし，学生は無料。）※受講料は、当日に受付でお支払いください。 

■共催 
稲門建築会中国支部 

■後援 
   公益社団法人広島県建築士会、一般社団法人広島県建築士事務所協会、公益社団法人日本建築家協会 

建築関連ＣＰＤ認定 3単位 

アジア古代建築の魅力とその保存修復 
～エジプト・アンコールを中心に～ 

■内 容 

古代建築の持つ魅力は、その圧倒的な雄大性と荘厳性等であり、観る者に感動を与えるものです。 

しかし、古代遺跡建築の建設過程や保存・修復状態はあまり知られていません。 

このセミナーでは、ピラミッド、アンコールワット、フエ遺跡等を実際に調査され、さらにその保存

修復にも携わってこられた第一人者である中川武 氏（明治村館長）をお招きし、古代建築の持つ魅力

とその調査結果や保存・修復の実態を明らかにしていただき、さらに古代建築が現代建築に与えた影響

についても語っていただける内容となっています。 
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■講師 中川 武 プロフィール 

1944年、富山県生まれ。工学博士。建築史家。 

現在、早稲田大学名誉教授、博物館明治村館長。 

1992年よりベトナム・フエ、1994年よりカンボジア・アンコールで 

調査研究及び保存修復に従事。 

主な受賞、 

日本建築学会賞、ベトナム政府友好勲章、カンボジア王国政府勲章、 

平成24年度科学技術分野の文部科学大臣表彰など。 

主な編著書、 

『日本の家』（2015年・角川ソフィア文庫）、 

『日本の古建築 美・技術・思想』（2015年・青土社）、 

『世界宗教建築辞典』（2001年・東京堂出版）、 

『建築様式の歴史と表現』（1995年・彰国社）など。 

 

－ 参加申込書 － 
Fax：082-942-1911  E-mail：tltakaranoyama@gmail.com 

ＮＰＯテクノレジェンド宝の山事務局 行 

ＮＰＯテクノレジェンド宝の山 第 6回建築学セミナー 

アジア古代建築の魅力とその保存修復 

～エジプト・アンコールを中心に～ 

 

【申込者氏名】 

 フリガナ 

                        

【連絡先】 

メールアドレス：                

TEL：         FAX：         

【住所】〒    －      

                                            

ご職業 社会人（□建築系 □建築系以外） □大学生 □高校生 □その他（      ） 

※ＣＰＤ制度にご参加の方はCPD登録番号をご記入ください。 

建築士番号      級          号、施工管理技士番号              号 

ＣＰＤ番号 340000              

受講申込確認の送付方法にチェックをお願いします。    □メール  □ＦＡＸ 

渡壁守正氏への質問・メッセージなど 

※ご記入いただいた個人情報は、「ＮＰＯテクノレジェンド宝の山」主催の講演会等の案内、資料送付以外には使用しません。個人

情報については、当ＮＰＯが責任をもって管理いたします。 

 
主催：ＮＰＯテクノレジェンド宝の山 
問い合せ先：ＮＰＯテクノレジェンド宝の山事務局 

〒733-0011広島市西区楠木町一丁目 11-17-614 

℡&fax ０８２－９４２－１９１１ e-mail：tltakaranoyama@gmail.com 
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協会ホームページの常時 SSL化に伴うお知らせ 

～会員ページへのログインについて～ 
 

いつも協会ホームページをご利用いただきありがとうございます。 

 

この度、セキュリティー強化のため協会ホームページを常時 SSL化しま 

した。このため、会員ページにログインする際にパスワードを自動設定され 

ていた場合に、新たに入力を求められる場合があります。会員の皆様には 

大変ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程よろしくお願いします。 

 

なお、協会ホームページアドレスは次のとおり変更しています。 

      新アドレス https://h-aaa.jp/ 

      （旧アドレス http://www.h-aaa.jp/ ） 
 

 

 

 

ＳＳＬ(Secure Sockets Layer) とは 

暗号化通信のことで、一般的な情報通信とは異な 

り、パスワードなど、他人から知られたくないよう    

な情報を送受信する際に利用される技術で、暗号化

し送受信することでセキュリティ機能を向上させ

ます。 

これまでは銀行やショッピングサイトで利用されていた SSLですが、一般サイト

でも導入する動きが、ここ最近、出てきました。ブラウザ種類の一つ Google Chrome

は、SSL 導入サイトには、安全なサイトである証明をアドレスバーに掲載していま

す。また、SSL 未導入サイトには「安全ではない」旨を表示することが発表されて

います。 

常時 SSL利用の最大の理由は、本来情報を入手すべきではない人達に情報を与え

ないようにすることです。現代は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末な

ど、様々なデバイスを利用して情報入力する機会が増えましたが、同時に個人情報

の流出リスクも高くなりました。常時 SSL化しておくことで、情報を知られたりす

ることがなくなり、問題を最小限に抑えることができます。 

                                     

（一社）広島県建築士事務所協会 

      情報・編集委員会 

事務局 

ＳＳＬ 
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

15
対象建築物

用 途：宿泊施設 ２棟（改修工事）

構 造：木造（在来軸組工法） 地上２階建

延床面積：793.26㎡

被保険者は、宿泊施設全館の更新工事の設計および施工を請け負ったが、更新工事の際に交換した浴室へ

の給水配管が、年に何度も凍結することから、建築主より是正工事の実施を求められた。

事故の現象

事故原因

事故原因は、配管の断熱不足である。

補修内容と支払い保険金

給水管の断熱改良に伴う仕上げ材の貼りかえを行った。

１．申告損害額 ： ３２０万円

２．認定損害額 ： ２００万円

※改善・改良部分は、これを否認した。

３．損害賠償額 ： ２０万円（設計者責任１０％）

※設計者が施工者でもあることを考慮し、責任割合は設計者：施工者＝１０：９０とした。

４．支払保険金 ： 賠償責任額２０万円－免責金額１０万円 ＝ １０万円

配慮すべきポイント

給水管の凍結防止に対しては、地域の気候に十分配慮した断熱材の選定が必要である。

給水配管の凍結

15
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

16
対象建築物

用 途：賃貸共同住宅（新築工事）

構 造：木造（枠組壁工法） 地上２階建

延床面積：476.36㎡

誤った仕様の界壁を採用したため遮音性能が不足し、隣室の音が聞こえてしまうと居住者から苦情が出た。

事故の現象

事故原因

採用した界壁が遮音性能の仕様を定める国交省告示1827号の基準を下回っていた。

補修内容と支払い保険金

界壁を改修し、遮音シートを新設した。

１．申告損害額 ： ８００万円

２．認定損害額 ： ７００万円

※遮音シート新設は改善・改良工事に該当するので、これを否認した。

３．賠償責任額 ： ３５０万円（設計者責任１００％のうち、協力設計者責任５０％）

※被保険者は元請設計者であるハウスメーカーの協力事務所であった。協力事務所といえども、界

壁仕様に関する法規則や仕様を変更する際の留意、集合住宅の遮音・防火等基本性能に関する

ノウハウを習熟していなければならない立場にあったと判断し、元請設計者：協力設計者＝５０：５０の

責任割合とした。

４．支払保険金 ： 賠償責任額３５０万円－免責金額１０万円＝３４０万円

配慮すべきポイント

界壁の設計に際して国土交通省告示を踏まえて十分な検討を行い、採用すべきである。

遮音の不備

16
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法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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昨今どちらの企業を訪問させていただいても、「ひとりも採用できなかった」「思うように採用がで

きない」「高齢者ばかりで若い人がいない」「内定を出しても、入社までに他社へ決めている」という

ようなお声を頂戴することが大変多いです。

今年の1月時点での広島県有効求人倍率は2.02倍となっていて、1974年以来、43年ぶりの高水準で東

京についで２番目という状況です。中国地方では岡山県：1.87倍、鳥取県：1.70倍、島根県：1.69倍、

山口県：1.52倍です。

求人倍率とは求職者1人当たりの求人数を示す値です。募集人数が職探し中の人数を超えると1倍

を超え企業にとっては人手不足感が強まります。働き手側（学生側）からすると就職口は一見豊富な

ように見えますが、特に大手企業のみに絞っていない学生たちはミスマッチの起こらないよう慎重に

企業を選ぼうとしているようです。

こういった状況をふまえたうえで、弊社はこれまで蓄積してきた企業からの情報と学校関係からの

ニーズを結びつけるべく去る２月12日（月）「建築学生のための建設業界企業研究セミナ－」を広島市

中区中町のクリスタルプラザにて開催いたしました。

建築学生のための
建設業界企業研究セミナー報告

総合資格学院　山代　篤
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参加企業は県内と近県の企業11社が集まり、それぞれのブ－スにて40分×６ク－ルの説明会で進行

いたしました。企業側の説明担当も入社２年から３年の若手が熱心に対応し、詳細に社風や業務内容

を伝えておられました。学生の参加者も多く集まり、約200名の来場があり毎回どこのブ－スも満員状

態となっていました。企業側の現業スタッフと直にいろいろ話が聞けてかなりよい感触を得た学生が

何人もおられました。

今回の参加企業は大京グル－プ穴吹工務店、一宮工務店、ウッドワン、エルクホ－ムズ、㈱共立、

㈱コプロス、㈱コラボハウス、シアテック、セキスイハイム中四国㈱、東建コ－ポレ－ション、ト－

タテグル－プの11社でした。

弊社では全国の主要都市にて同じようなイベントを開催しており、学生（学校）や企業から高い評

価と好評をいただいております。

今年の11月にも広島市内での開催を検討中です。

お困りの企業がございましたら是非ご相談ください。

� 総合資格学院　担当：山代

� 電話　082－542－3811
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この原稿の依頼があった時、今回で２回目でもありネタ不足なので何を書こうかと色々迷ったあげ

く、以前の投稿時に少し触れた「どぶろく」について、もう少し掘り下げて書いてみようと決めまし

た。

私は今年65歳になりますが、今思えば約50年前の「どぶろく」との出会いが（出会いだけですから）�

お酒との出会いだったと思います。そこで「どぶろく」について少し調べてみた結果は以下の通りで

す。

米を原料としたお酒の起源は8世紀に作られた古事記に記述があり、歴史は古く秋に取れたお米で醸

造し、神々に豊穣祈願として奉献する習わしが残る地域があり、長い歴史の農耕文化にとって密接な

関係があったようです。

以降、明治32年の酒税法改正で取り締まりの対象となるまで「どぶろく」は、広く一般庶民の自家

製酒として楽しめるお酒でした。この酒税法改正の経緯は、度重なる増税に不満が募っていた、造り

酒屋へのガス抜きの意味合いがあったらしく、当時は自家製酒の様な非正規ルートのお酒が、流通量

の20％もあったとされ、このお酒を取り締まれば、もっとお酒が売れると打算した、御上や造り酒屋

からすれば当然のことかもしれません。

さて前置きはこのくらいにして、「どぶろく」を語るのであるから、まず飲まないことには始まらな

いと思い、周辺で「どぶろく」を販売しているところを検索した結果、驚くことに平成25年現在、全

国で130か所ものいわゆる「どぶろく特区」がありました。　広島県では、北広島町と、世羅町が載っ

ていましたが、現在では三次市や庄原市も実際に販売登録されていますので、もっと数が多いと思わ

れます。

早速、近隣の三次市青河町「こいこい食堂」で販売されている、「しろいホタル」（アルコール度数

16％）と庄原市総領町の花酔酒造で販売されている、その名も「どぶ」（アルコール分19～20度）の2

種類を購入しました。「しろいホタル」は火入れして発酵が止まっていますが、花酔酒造の ｢どぶ｣ は

活性酒です。

㈲岡田建築設計事務所
岡田　治幸　

建築の道を志したきっかけ：叔父の誘い

座　右　の　銘：なんとかなる

好 き な 作 家：松本清張、石川達三

好きな食べもの：蕎麦

趣　　　　　味：「蕎麦」食歩、「古風」散策

第152回
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飲み比べた結果は、子供の頃に出会った少し酸味のあるお酒とは違いますが、やはり発酵途中でほ

のかな甘味がある花酔酒造の ｢どぶ｣ の方が、感覚的には近い物でした。純粋に米だけで造られた

「どぶろく」は、アルコール度数が高い割に、口当たりが良く飲みやすく感じますし、酔ったときの

気持ちよさが違います。

「どぶろく」には、美白、美肌、体脂肪抑制、肝機能保護強化、老化防止、記憶力アップ、快眠、

育毛等に効果のある酵母や必須アミノ酸が多く含まれていて、飲み過ぎなければ非常に健康に良いお

酒のようです。

最後に庄原市の花酔酒造の方の話が印象的でしたので書き留めておきます。花酔酒造が濁り酒を始

めたのは1980年代で、全国的にも数件しか無かったそうです。庄原市が特区申請したときに市内で沢

山の製造所が出来て、競い合えばもっと街が活性化するのではと期待されたそうですが、結果は実際

に売るとなると敷居が高くて新規の参入は無かったそうです。その言葉を聞いた時に、醸造免許取得

条件に自家生産米で、自己製造所醸造という制約があり、そのことが障壁になっているのでは無いか

と感じました。米の消費にも繋がり、農家や地域にとって活性化が目的のために設けられた特区制度

なので、もう少し緩和して門戸を広げれば良いのにと、とても残念な気持ちです。
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会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。



（正会員）
　1．代表者の変更
　　○㈱大林組広島支店一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　蓮輪　賢治� � � 　旧：代表取締役　白石　達

（賛助会員）
　1．所在地の変更
　　○㈱松村電機製作所中国支店
　　　新：〒732-0052　広島市東区光町1－12－20　もみじ広島光町ビル７Ｆ
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ082－569－8161　　ＦＡＸ082－569－8169
　　　旧：〒730-0032　広島市中区立町1－20　広島長和ビル７Ｆ
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ082－245－8161　　ＦＡＸ082－245－1537

 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱髙橋デザイン建築事務所
紹介者：㈲ティーズ設計事務所
　　　　戸梶　好喜

〒721-0973
福山市南蔵王町
3-10-30

髙橋　剛二 髙橋　剛二

（084）    
944-8211
ＦＡＸ
（084）    
944-8211

弊社は福山市の近郊にて住宅リノベーション工事を主に業務としてさせて頂いておりま
す。会員として微力ながら協会に貢献していきたいと思っておりますのでどうぞよろし
くお願いします。
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編　集　後　記

この季節は色とりどりの花々が咲き誇り、少し心が豊かになった気分になります。久しぶりに編集
後記を書くので、過去３年分の5月号編集後記をサラッと見てみました。
昨年2017年は協会40周年行事直前で、会報は5月６月合併号で増本さん。2016年は九州地方の地震
について竹田さん。2015年はデザインが刷新される前の会報に自分が執筆。それにしても時の過ぎる
のは早く、こういう時はどういう訳か、小学生の時に塾の先生が盛んに「光陰矢の如し、一寸の光陰
軽んずべからず！」と力説していたのを昨日の事のように思い出します。まさに最近はエブリデイ光
陰矢の如し、世の中のスピードが速すぎて溺れそうな気持になります。そんな時、私の場合は生保レ
ディーが毎月持ってくる雑誌『PHP』のポジティブな記事を眺めながら、真面目にやってりゃ何とか
なるだろー！と無理やり自分を奮い立たせます。皆さんも適度に息を抜きながらポジティブにいきま
しょう。
4年間に渡り協会報にたずさわらせていただきましたが、６月号を持って担当から外れます。あり
がとうございました。

� 井川　博英　 　　

【退職】
平成29年4月から事務局で勤務された大畠瑞代さんが、�
３月末で退職されました。大畠さん1年間ありがとうござ
いました。新しい環境でのご活躍をお祈りいたします。

大畠さんの送別会の様子

烏田さん

【新職員】
4月から烏

からすだ

田真由美さんが勤務しています。
よろしくお願いします。
（本人からのメッセージ）
「早く仕事を習得し、お役に立てるよう頑張ります。」

【事務局だより】　事務局職員の異動
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一般社団法人　広島県建築士事務所協会
情報・編集委員会

発行所　一般社団法人 広島県建築士事務所協会
　　　　〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）221－0600
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）221－8400
　　　　ホームページアドレス　https://h-aaa.jp/
　　　　Ｅメール　info@h-aaa.jp

印刷所　株式会社インパルスコーポレーション
　　　　〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目16番27号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）878-6000
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）872-1664

担当副会長　井川　博英
担当理事　門谷　和雄
委 員 長　戸梶　好喜
副委員長　熊野　弘伸（賛助会員）
委　　員　藤本　誠二
　　　　　三好　明彦

　　　　　伊藤　智宏

委　　員　増本　泰成
　　　　　中本　宗史

　　　　　中崎　隆之（賛助会員）

　　　　　桟敷　重和（賛助会員）

事 務 局　河原　直己　　　　　
　　　　　長谷川彩子　　　　　

　　　　　大木　一郎　　　　　










